
医療的ケア児者に関する課題管理表

分野 No. 課題 課題解決に向けて必要な方策 具体的な取り組み

保健 1
コロナ禍で、医療機関や保護者と直接
面会することが難しくなり、個別支援に
支障が出ている。

面会をしなくても個別支援の質が保て
る支援方法を検討・実施する。

面会に代えて電話や文書で情報共有
することにより対応する。

済

福祉
支援学校や障害サービス事業所に通っ
ている医療的ケア児者に対して、同意
を得て情報を提供していただく。

着手

医療的ケア児者へのアンケートと併せ
て、同意いただける場合には名前や連
絡先等の情報を提供していただくよう呼
びかけた。
ただ、実際の提供者は想定よりも少な
かったため、情報提供していただくため
の効果的な方法を検討する。

医療機関や健康福祉センター等と連携
し、医療的ケア児の情報を共有できる
仕組みづくりを行う。

未着手 今後検討を進める。

在宅避難時の停電などに備え、非常用
発電機等の購入を促進する。

非常用発電機等の購入に対する補助
を行う。

未着手 事業実施に向けて予算化を検討する。

在宅避難が難しい場合に、どこに避難
すべきかをあらかじめ決めておく。

医療的ケア児者について、災害時の避
難場所の指定も含めた個別避難計画
等を定める。

未着手
二次・三次福祉避難所の体制の再検討
を行ったうえで検討する。

メディカルショートステイ制度を導入す
る。

未着手
神奈川県の実施している事業に本市と
して参画できないかを交渉する。可能で
あれば予算化を検討する。

医療型短期入所事業所を増やす、また
は既存施設の枠を増やす。

未着手
長期的な視野で、入所施設等への勧奨
を行う。

4
医療的ケア児者に対応できる移動支援
の事業者が不足している。

医療的ケア児者に対応できる移動支援
事業者を増やす。

移動支援事業者に対する支援策を充
実させる。

未着手

医療的ケア児者に限らず、移動支援事
業者の不足は障害者全体の課題であ
るため、障害とくらしの支援協議会など
の場で議論を深め、制度の見直し等の
検討を行っていく。

学校の登下校時の送迎について、手段
を充実させる。

着手

下校時については、市立養護学校では
スクールタクシー１台、福祉車両のス
クールバス１台を稼働している。
登校時は看護師の勤務体制など、様々
な課題があり現在は対応できていな
い。

学校や自宅への送迎が可能な事業所
を増やす。

未着手
報酬の加算など、どのようなインセン
ティブがあれば実施してもらえるか検討
する。

5 医療的ケア児の親の就労が難しい。

学齢期のこどもであれば、通学～学校
～放課後デイ～帰宅の間を、支援者が
バトンタッチしながら切れ目なく支援し、
親が日中まとめて時間が作れるように
する。

緊急時に一定期間医療的ケア児者を
受け入れてくれる施設を増やす。

介護者の体調不良などの緊急時に預
けられる施設が不足している。

3

実施状況

1
市内の医療的ケア児者の実数を把握
できていない。

市内の医療的ケア児者の名簿を作成
する。

災害時の支援体制が整っていない。2

資料３
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資料３

福祉
在宅レスパイトを目的とする訪問看護
の長時間利用を可能とするため、訪問
看護事業所への補助を行う。

未着手 事業実施に向けて予算化を検討する。

土日などに受け入れができる放課後等
デイサービス事業所などを増やす。

未着手
報酬の加算など、どのようなインセン
ティブがあれば実施してもらえるか検討
する。

7 入浴介助の負担が大きい。
巡回入浴サービス以外の入浴支援策
を実施する。

高齢者の介護施設等、入浴設備が整
備されている施設に受け入れの協力依
頼をする。

未着手
協力してもらえる施設があるのか、どう
いう条件であれば協力してもらえるかな
ど、検討を進める。

保育 1
看護師を配置したいが、なり手がいな
いため、医療的ケア児が受け入れられ
ない。

保育園等に看護師を配置できるような
支援策を実施する。

保育園等に勤める看護師に対し、処遇
の向上を図る。

未着手
どのような支援策が効果的か、検討を
進める。

医療的ケア児等コーディネーターを配
置する。

済

市内の保育園・幼稚園・認定こども園等
には、子育て支援課を通じてメールでち
らしを一斉送信し周知を図ったが、今後
も継続的に周知を図る。

医療的ケア児を受け入れている園同士
の情報共有や協議の場を設置する。

未着手
既存の協議会等の活用も考慮しつつ検
討する。

医療的ケア児の保育に関するガイドラ
インを作成する。

関係者による検討の場を設け、ガイドラ
インを作成する。

未着手
検討の場については、既存の協議会等
の活用も考慮しつつ検討する。

3
医療的ケア児の入園調整の仕組みが
確立されていない。

医療的ケア児の入園調整の仕組みを
作る。

（再掲）医療的ケア児を受け入れている
園同士の情報共有や協議の場を設置
する。

未着手
（再掲）既存の協議会等の活用も考慮
しつつ検討する。

教育 1
学校への登校時にスクールバス等での
お迎えがない、下校時に毎日スクール
タクシーが使えない。

学校の登下校時の送迎について、手段
を充実させる。

（再掲）学校の登下校時の送迎につい
て、手段を充実させる。

着手

（再掲）下校時については、市立養護学
校ではスクールタクシー１台、福祉車両
のスクールバス１台を稼働している。
登校時は看護師の勤務体制など、様々
な課題があり現在は対応できていな
い。

2

通常級や特別支援学級に通う医療的
ケア児について、必要な医療ケアを行う
のに保護者が付き添いをしないといけ
ない。

学校に看護師を派遣する仕組みを作
る。

訪問看護事業所から看護師を派遣して
もらう事業を実施する。

未着手
他都市の事例や国の補助制度などの
情報を得ながら検討を進める。

その他 1

医療物品について、大きな病院に比べ
て規模の小さい病院では同じ負担額で
も貰える数が少なく、経済的負担が大
きい。

医療的ケア児の保育に関する相談窓
口やネットワークを構築する。

2
医療的ケア児を預かった際の、保育現
場での対応の不安感を解消する制度
がない。

6
夜間のたん吸引等の対応で介護者が
疲弊している。

介護者のレスパイト策を充実させる。
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